
様　式　イ

・文部科学省の委託事業である「学校評価・情報提供の充実・改
善等に向けた取組」は受託とならなかったが、学校訪問において
学校関係者評価の実施や取組の充実に向けて指導・助言した結
果、すべての市立幼稚園及び学校において学校関係者評価を
実施することができた。
・各学校に対して、総合的な学習の時間で活用する消耗品等の
購入のための予算である、需用費等について支出した。

○学校評価システムの充実
・平成19年度は、文部科学省の委託事業である「義務教育の質
の保証に資する学校評価システム構築事業」を10校で実践する。
・平成20年度は、文部科学省の委託事業である「学校評価の充
実・改善のための実践研究」を20校で実践する。
○地域人材の活用促進
・毎年、地域人材活用の促進を図るよう、学校訪問等で助言・指
導を行う。
○学校研究委託事業による「信頼される学校の創造」に係る実践
研究の推進
・平成19年度は、学校研究委託事業において、学校評価や学校
運営等の課題を9校に委託し実践研究を行う。
・平成20年度は、学校研究委託事業において、学校評価や学校
運営等の課題を7校に委託し実践研究を行う。

○学校評価システムの充実
・「義務教育の質の保証に資する学校評価システム構築事業」
（平成19年度文部科学省事業）、「学校評価の充実・改善のため
の実践研究」（平成20年度文部科学省事業）を受託しており、学
校評価システムの充実を図る。
○地域人材の活用促進
・総合的な学習の時間や部活動等において、地域の人材を積極
的に活用した教育活動を進めるとともに、地域の教育資源を生か
す取組等の実践的研究を進める。
・地域の人材やＮＰＯ等の教育資源を把握し学校に情報提供す
る。
○学校研究委託事業よる「信頼される学校の創造」に係る実践研
究の推進
・学校評価や学校運営等の研究課題を学校に委託し実践研究を
行う。
○学校において、単独では解決が困難な問題が生じた際に、学
校を機動的に支援する体制の構築に向けて検討を進める。

・文部科学省の委託事業である「義務教育の質の保証に資する
学校評価システム構築事業」を小学校6校、中学校4校で実践し
た。
・学校評価にかかわるリーフレットを作成・配布した。
・学校研究委託事業において、学校評価や学校運営等の6研究
課題を9校に委託した。
・「総合的な学習の時間」支援事業において報償費等を支出し
た。

・文部科学省の委託事業である「学校評価の充実・改善のための
実践研究」を小学校14校、中学校6校で実践した。
・学校研究委託事業において、学校評価や学校運営等の6研究
課題を7校に委託した。
・各学校に対して、総合的な学習の時間で活用する消耗品等の
購入のため、報償費および需用費を支出した。

平 成 21 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 22 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）

信頼される学校の創造事業

担 当 教育委員会学校教育部教育推進課指導担当　田口　℡ 211-3861

平 成 19 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 20 年 度 事 業 内 容 　（ 決 算 ）

・文部科学省の委託事業である「学校評価の充実・改善のための
実践研究」を小学校１４校、中学校７校で実践した。
・各学校に対して、総合的な学習の時間で活用する消耗品等の
購入のための予算である、需用費等について支出した。
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100%

19年度末
(実　　績)

20年度末
(実　　績)

95%

市 民 ・ 企 業 等 と の 協 働 の 状 況 （ 市 民 ・ 企 業 等 の 参 加 、 支 援 、 協 力 の 状 況 ）

達　成　目　標　の　状　況

項　　　　　　目

1-2-1 事業名 信頼される学校の創造事業施策体系コード
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18年度末
(現　　状)

21年度末
(実　　績)

22年度末
(目　　標)

75% 90% 100%
教職員以外からの学校評価を実施している小中学校
の割合

69%

■企業等との連携・協働

・平成２３年度、文部科学省の学校評価の委託事業において、小中学校で実践的な研究を行う。
・地域人材にかかわる提供システム（教育委員会イントラネット掲載の学校に役立つ人材派遣サイト）の活用の在り方について検討する。
・学校において、単独では解決困難な問題に対する、支援体制の構築について検討する。

　・法改正に伴う新しい学校評価に関する考え方が整理され、「札幌
市の学校評価」としてリーフレットにまとめ全教職員に配付することが
できた。また、法改正に伴う新しい学校評価の取組について協力校
における評価方法、評価項目等の実践等を全市に普及・啓発する
ことで、各学校における学校評価システムの構築、学校ホームペー
ジにおける学校評価の公表等、新しい学校評価への取組の参考事
例を提供できた。
　・地域人材の活用により、子どもたちの興味・関心を高める授業展
開が行われた。
　・学校研究委託事業を通して、各学校が信頼される学校の創造に
係る課題について、様々な実践研究に取り組み、本市の学校教育
の充実と発展に寄与した。
・各学校における、法改正に伴う新しい学校評価システムを構築さ
せることができた。
・すべての市立園・学校において、学校関係者評価を実施すること
ができた。

　（該当なし)

・地域人材にかかわる提供システム（教育委員会イントラネット掲載
の学校に役立つ人材派遣サイト）が十分活用されていない。
・学校評価や学校運営に係る、各学校での実践を通したさらなる創
意工夫が必要がある。
・学校配当予算の中で、工夫された地域人材の活用が図られるよう
働きかけて行く必要がある。
・達成目標の状況については、平成19年度以前は、外部アンケート
の実施をもって実績としていたが、１９年度学校教育法等が改正さ
れ、２０年度、自己評価・学校関係者評価の実施・公表などに関する
ガイドラインが新たに設けられたことに伴い、児童生徒や保護者、地
域住民などへのアンケートについても、自己評価に位置付けられた
ことから、21年度末実績の割合が下降している。

今   後   の   事  業  の  予  定  ・ 方  向

■市民・企業等が参加しやすい環境づくり

評    価　（　成　果　） 課    題

■市民との連携、市民参加

　 [資金協力]　（該当なし)
　 [人材協力]　（該当なし)
　 [情報協力]　（該当なし)
　 [その他の協力]　（該当なし)

22年度末
(実　　績)

各学校では、学校のホームページや学校便り等で、総合的な学習の時間や学校評価の結果等の内容を公開している。
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